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職
場
・
地
域
の
活

動
に
自
信
を
持
ち
、

引
き
続
き
、
組
織

拡
大
に
全
力
を
あ

げ
よ
う
！
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２
０
１
５
年
２
月
１
１
日
、

恒
例
の
百
里
平
和
公
園
「
初
午

ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

公
園
内
の
梅
の
つ
ぼ
み
も
膨
ら

む
中
、
県
内
外
の
民
主
団
体
、

労
働
組
合
、
政
党
が
参
加
し
公

園
内
を
埋
め
つ
く
し
ま
し
た
。

百
里
基
地
反
対
同
盟
の
梅
沢

優
氏
（
地
元
）
の
歓
迎
挨
拶
で
、

軍
拡
路
線
を
強
め
る
安
倍
政
権

を
批
判
し
、
百
里
基
地
と
「
共

用
」
化
し
茨
城
空
港
に
就
航
し
、

経
営
破
綻
し
た
ス
カ
イ
マ
ー
ク

社
の
利
用
促
進
策
を
打
ち
出
し

た
県
政
の
責
任
を
厳
し
く
指
摘

し
ま
し
た
。

ま
た
、
戦
後
70
年
の
今
年
、

安
倍
内
閣
の
集
団
的
自
衛
権
行

使
容
認
の
「
閣
議
決
定
」
や

「
イ
ス
ラ
ム
国
」
、
沖
縄
の
反

基
地
闘
争
な
ど
激
動
の
情
勢
の

も
と
で
、
「
平
和
へ
の
た
た
か

い
は
困
難
も
あ
る
が
、
展
望
も

あ
る
」
と
強
調
し
ま
し
た
。
戦

争
は
許
さ
な
い
と
い
う
決
意
を

固
め
合
い
ま
し
ょ
う
」
と
よ
び

か
け
ま
し
た
。

今
年
は
戦
後
70
年
、
被
ば
く
70

年
を
迎
え
た
節
目
の
年
で
す
。
２

０
１
５
年
初
午
ま
つ
り
の
参
加
者

は
平
和
へ
の
想
い
を
あ
ら
た
に
し

ま
し
た
。

１
９
５
６
年
５
月
、
百
里
原
に

航
空
自
衛
隊
の
基
地
設
置
が
発
表

さ
れ
、
基
地
反
対
の
闘
い
が
本
格

的
に
開
始
し
、
１
９
５
８
年
に
百

里
裁
判
闘
争
が
開
始
、
１
９
６
４

年
に
「
百
里
基
地
反
対
同
盟
」
が

再
建
し
ま
し
た
。
１
９
７
８
年
、

「
百
里
基
地
反
対
連
絡
協
議
会
が

結
成
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

平
和
を
求
め
基
地
撤
去
を
願
う
仲

間
が
集
う
「
初
午
ま
つ
り
」
は
、

毎
年
恒
例
と
な
り
今
年
も
開
催
を

迎
え
ま
し
た
。

安
倍
政
権
は
、
５
兆
１
９
０
０

億
円
の
防
衛
予
算
と
し
て
際
限
の

な
い
軍
拡
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ

の
中
心
が
他
国
の
戦
争
に
参
戦
す

る
「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
」
で

す
。
こ
れ
ら
の
『
法
整
備
」
は
統

一
地
方
選
挙
後
に
「
一
括
法
案
」

と
し
て
強
行
を
狙
っ
て
い
ま
す
。

更
に
介
護
・
医
療
・
年
金
な
ど
社

会
保
障
の
切
り
捨
て
、
消
費
増
税
、

「
生
涯
派
遣
法
」
や
「
残
業
代
不

払
い
法
」
な
ど
労
働
法
制
の
大
改

悪
、
国
民
生
活
を
根
底
か
ら
破
壊

す
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題
、
原
発
再
稼
働

な
ど
、
安
倍
政
権
に
よ
る
国
民
生

活
破
壊
の
強
行
も
許
せ
ま
せ
ん
。

沖
縄
県
民
は
、
名
護
市
長
選
・

名
護
市
議
選
・
県
知
事
選
・
12
月

の
総
選
挙
結
果
は
「
辺
野
古
移
設

Ｎ
Ｏ
！
」
の
意
志
を
示
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
沖
縄
だ
け
で
な
く
日
本

全
体
の
民
主
主
義
の
問
題
で
あ
る

と
こ
ろ
に
危
険
の
本
質
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
百
里
基
地
で
も
毎
日
に

よ
う
に
戦
闘
機
が
訓
練
を
行
い
、

事
故
の
不
安
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
10
月
の
観
閲
式
で
は
、
法
律

上
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う
欠
陥
機

の
「
オ
ス
プ
レ
イ
」
が
飛
来
す
る

な
ど
危
険
な
状
況
が
生
ま
れ
て
い

ま
す
。

百
里
公
園
初
午
ま
つ
り
に
集
う

私
達
は
、
「
戦
争
す
る
国
づ
く
り
」

に
ま
い
進
す
る
安
倍
政
権
を
追
い

詰
め
、
草
の
根
の
運
動
を
広
げ
よ

う
と
確
認
し
ま
し
た
。

最
高
裁
は
２
月
４
日
、
５
日

付
け
で
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当
解
雇
撤

回
裁
判
（
客
乗
訴
訟
・
パ
イ
ロ
ッ

ト
訴
訟
）
に
お
い
て
、
相
次
い

で
上
告
棄
却
・
上
告
不
受
理
の

不
当
な
決
定
を
行
い
ま
し
た
。

Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当
解
雇
撤
回
国
民

共
闘
及
び
原
告
団
は
、
満
身
の

怒
り
を
込
め
こ
の
不
当
決
定
を

糾
弾
す
る
と
意
思
を
固
め
ま
し

た
。
ま
た
同
時
に
、
こ
の
不
当

な
決
定
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、

原
告
団
と
と
も
に
、
不
当
解
雇

を
撤
回
し
解
雇
さ
れ
た

１
６
５

名
の
職
場
復
帰
を
め
ざ
し
、
全

力
を
上
げ
て
闘
う
決
意
を
表
明

し
ま
し
た
。

本
件
に
つ
い
て
東
京
地
裁
・

高
裁
は
、
会
社
更
生
手
続
下
で

行
わ
れ
た
整
理
解
雇
に
つ
い
て

も
整
理
解
雇
法
理
が
適
用
さ
れ

る
と
し
た
も
の
の
、
大
型
会
社

更
生
事
件
で
あ
る
と
の
特
殊
性

を
過
度
に
重
視
し
、
意
図
的
に

目
を
そ
ら
し
解
雇
を
有
効
と
し

ま
し
た
。


